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XI 学部の点検評価および改善のためのシステム 

 

1茨城大学教育学部点検・評価委員会内規 

(平成27年11月18日内規第35号) 

改正 平成22年12月21日規則第100号 平成27年3月26日規則第31号

平成27年11月18日規則第111号 平成28年3月19日内規第82号

平成29年2月15日内規第2号 
 

(趣旨) 

第1条 この内規は、茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項

の規定に基づき、茨城大学教育学部点検・評価委員会(以下「委員会」という。)の組織

及び運営等に関し必要な事項を定める。 

(審議事項) 

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 学部(野)の中期目標・計画及び年度計画の作成への参与とその点検・評価資料等

の作成に関する事項 

(2) 各委員会及び教室・教員の活動の調査及び点検・評価に関する事項 

(3) 学部において点検評価すべき事項等の検討と作業の実施に関する事項 

(4) 人事評価の方法に関する事項 

(5) 教員の教育、研究、地域貢献活動、学部運営業務等の調査及び点検・評価に関す

る事項 

(6) その他学部における点検・評価に関する事項 

(組織) 

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 企画運営会議の審議を経て学部長が教授会に推薦し、教授会において信任投票で

承認された者 1人 

(2) 別表に掲げるブロックから推薦された者 各2人 

2 前項各号に掲げる委員は、学部長が委嘱する。 

(任期) 

第4条 前条第1項に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。 

2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長は、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。 

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

4 副委員長は、委員の互選により定める。 
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5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

(会議) 

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

2 委員会において議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

(委員以外の者の出席) 

第7条 委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を

聴くことができる。 

(小委員会) 

第8条 委員会に、必要に応じ小委員会を置くことができる。 

2 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

(庶務) 

第9条 委員会の庶務は、教育学部事務部において処理する。 

附 則 

1 この規則は、平成3年12月11日から施行する。 

2 この規則施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわら

ず、半数の者については平成5年3月31日までとし、他の半数の者については平成6

年3月31日までとする。 

附 則 

この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。 

附 則(平成22年12月21日規則第100号) 

平成22年12月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。 

附 則(平成27年3月26日規則第31号) 

この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部

改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年

4月1日)から施行する。 

附 則(平成27年11月18日規則第111号) 
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この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並び

に名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27

年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。 

附 則(平成28年3月19日内規第82号) 

この内規は、平成28年4月1日から実施する。 

附 則(平成29年2月15日内規第2号) 

この内規は、平成29年4月1日から実施する。 

別表(第3条関係) 

ブロック 教室等名 

第1ブロ

ック 

国語教育、社会科教育、英語教育、学校教育、障害児教育、教育保健、大学

院教育学研究科教育実践高度化専攻 

第2ブロ

ック 

音楽教育、美術教育、技術教育、家政教育、情報文化、全学教職センター 

第3ブロ

ック 

数学教育、理科教育、保健体育、人間環境教育、大学院教育学研究科学校臨

床心理専攻 
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2 平成29年度年報データ入力の依頼 

 



平成 29 年度茨城大学教育学部・大学院教育学研究科年報                   XI 学部の点検評価および改善のためのシステム 

 

3 授業評価の実施 

平成29年度（2017年度）授業アンケートおよび自己点検評価の実施は以下のとおりで

ある。 

(1) 授業アンケートの実施要旨 

(1-a) 授業アンケート実施3科目選定の依頼 
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(1-b) 授業アンケート実施依頼 
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(1-c) 学部授業アンケート用紙 
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(2) 平成29年度前期分の教育改善評価の実施依頼 
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4 授業公開 
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5 FDの実施 
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